
































新 民 協 第 １ ０ 号

平成２９年 ４月 ７日

区自治協議会委員 各位

新 潟 市 長   篠 田  昭 

（担当 市民生活部市民協働課）

にいがた市民大学受講料の助成について（ご案内） 

 日ごろ，市政運営にご理解とご協力をいただき，御礼申し上げます。 

さて，区自治協議会委員研修を拡充し，区自治協議会のさらなる活性化を図

るため，委員の皆様が「にいがた市民大学」を受講なさる場合に，その受講料

の一部を助成いたします。裏面及びパンフレットをご覧のうえ，お申込みくだ

さい。 

お問い合わせ先

新潟市役所 市民生活部 市民協働課

担当：小野寺・今井

電話：025-226-1105（直通）

FAX：025-228-2219 
Mail：shiminkyodo@city.niigata.lg.jp 



にいがた市民大学受講料助成の概要 

１ 助成対象者 
全区の区自治協議会委員のうち，希望者 10名 

希望者が 10 名を超えた場合は，抽選とさせていただきます。 

２ 助成対象講座 

○ 2050 年の新潟市を展望する ※1 

○ 思春期・青年期・成人期のこころの健康講座 

○ 人間と動物のつながり 

○ 新潟の川・潟とくらし ※2 

○ ロボットと生きる 

※1～2は前期講座と後期講座がありますが，助成対象は前期講座です。 

３ 助成額 
5,000 円（受講料１万円の半額を助成します） 

※助成は 1人 1講座まで 

４ お申込みの流れ 

① パンフレットをよくお読みいただき，にいがた市民大学事務局へ受

講申込みをしてください。申込書は，パンフレットの最終面にあり

ます（申込み締切：5 月 7 日（日））。※締切までに定員に達しない

場合は，追加募集があります。 

② にいがた市民大学事務局から受講決定の連絡を受けた人は，受講料

を納入し，別紙(1)助成申請書を市民協働課へ提出してください（提

出締切：6月 9日（金））。 

③ にいがた市民大学の講座を受講してください（6月～9月）。 

④ 講座修了後，修了証書の写しと受講料納入の領収書原本を添えて，

別紙(2)助成金交付申請書を市民協働課へ提出してください（提出締

切：9月 29 日（金））。 

５ 注意事項 

① にいがた市民大学の受講が決定しても，助成の希望者が 10 名を超え

ると，助成は抽選になります。この場合，抽選から漏れた方は，受

講料が全額自己負担となります。あらかじめご了承ください。 

② 受講料は，いったん全額をお支払いいただきます。助成金の交付は，

概ね 10 月下旬以降となります。 

③ 講座を修了できなかった場合は，助成できません（出席率 70%で修

了となります）。 

④ 助成金交付申請書提出前に区自治協議会委員の資格を喪失した場合

は，助成できません。 

⑤ 助成金交付申請書提出の際，修了証書の写しと受講料納入の領収書

原本が必要となりますので，失くさないよう大切に保管してくださ

い。 



平成  年  月  日

（宛先） 新潟市長

新 潟 市 区 自 治 協 議 会 委 員 研 修 助 成 申 込 書 

 新潟市区自治協議会委員研修助成要綱第３条の規定に基づき，助成を申込みます。

１ 氏 名                     印

２ 所属区自治協議会            区自治協議会 

３ 受 講 講 座                  

別紙（１） 



平成  年  月  日

（宛先） 新潟市長

新潟市区自治協議会委員研修助成金交付申請書 

 新潟市区自治協議会委員研修助成要綱第５条第１項の規定に基づき，助成金交付の申請

を行います。

所 属

区自治協議会
  区自治協議会 氏 名               印

住 所

〒

電 話 番 号

受 講 講 座

助 成 申 請 額 ５，０００円

振 込 先

          銀行            支店

普通  当座

該当するものに○

口座番号

口座名義人

ﾌﾘｶﾞﾅ

添 付 書 類
①修了証書の写し

②受講料納入の領収書

別紙（２） 


